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今回は、新校舎内の教室配置についてお伝えします。各教室の配置は、建築に関する専門的な見地だけでは
なく、住民や保護者の代表の皆さんに参加していただいた「校舎建設検討委員会」の結果や、子ども達の意見
も取り入れながら作成しました。

【新校舎】
〇新校舎は、「コの字型」の平面計画により、
　見通しがよく、教職員の目が行き届きや
　すい計画となっています。
〇２階・３階には、教師ステーションを設
　け、教職員が常駐できるスペースを確
　保しています。
〇各階に多目的室を設置します。
〇各階にエレベーターを配置します。
〇トイレは各階２か所配置します。また、
　多目的トイレも各階に配置します。

【３階】
〇３階には、小学５～中学３年生の教室、
　特別支援教室（中学生）を配置し、小学
　生から中学生へのつなぎがスムーズに
　行えるようにしています。
〇テラスを配置し、交流スペースを設けます。

【2 階】
〇2 階には、3 年生、4 年生の教室を配置します。
〇全学年が集まりやすい 2 階には、パソ
　コンによる調べ学習ができる ICT 教室
　と、本による調べ学習ができる 2 層吹
　抜の図書室、学習成果などを発表する
　ことができる多目的室をまとめて配置
　し、メディアセンター（※①）を形成します。

 義務教育学校 校舎の教室配置について
〜子ども達の意見を取り入れた、優しさあふれる校舎です！〜

子ども達から出された意見
「広い図書館がほしい。」
「エレベーターがほしい。」
「広い休憩場がほしい（みんなと交流できるから）」
「トイレを増やしてほしい」
「指導してくれる先生たちの職員室を快適にしてほしい。」等

校舎建設検討委員会から
出された意見
「施設一体型にすることで、小・中学生の
　　　　　交流が必然と生まれてくる。」
「木城小・中学校の歴史が見られるような
　　　　　　　コーナーがあるとよい。」

令和５年度 義務教育学校開設へ向けて
〜小・中一貫教育を行う新たな学校「義務教育学校」の設置〜

そこで……………… …！！
3階

2階

※①メディアセンター→
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新しい校舎の完成が、楽しみですね。今後も検討を重ね、よりよい校舎を目指して参ります !!
なお、今回のイメージ図は設計予定の段階ですので、今後の協議によって変更になる場合もあります。
あらかじめ、ご了承ください。
新校舎に関するお問い合わせは、木城町教育課（0983-32-2369）まで。

  「義務教育学校開設準備委員会」（以下、開設準備委員会）では、義務教育学校開設へ向け、様々な準備を進め
ています。現在、総務部会では、校章のデザイン化について、協議を進めています。

　　校章について　　　
　校章作成は、専門的な知識や技能が必要となるため、町民の皆様から校章に込めたい「思い」や「素材」を募集
した後、専門業者にデザイン化を委託します。校章に込める「思い」や「素材」は、「月報きじょう」にて配付または、
教育委員会ホームページからも受け付けております。皆様のご協力をお願いします。

≪義務教育学校開設準備委員会【総務部会】メンバー≫
自治公民館連絡協議会　　会長　副会長
各保育園長（めばえ、どんぐり、のゆり保育園）
各保育園保護者代表（めばえ、どんぐり、のゆり保育園）
小学校長　中学校長　小学校PTA会長　中学校PTA会長

【1階】
〇1階には、１年生、２年生、特別支援教室
　を配置します。
〇保護者・PTAをはじめ、各種支援団体や
　ボランティアなど様々な人と交流でき
　るための「多目的室（地域交流室）」、「地
　域ラウンジ」（※②）を設置します。
〇「交流ホール（※③）」には、木城町の小・
　中学校の歴史などを展示するメモリア
　ルコーナーも設置します。

 義務教育学校開設準備委員会だより【総務部会編】
〜校章のデザイン化へ向け、検討を行っています〜

1階

【総務部会の様子】

  　　　【校章デザイン化の流れ】　　　

【中学校の校章】 【小学校の校章】

令和 2年 11月
校章に込める「思い」
「素材」を募集

令和 2年 11~12月
校章に込める「思い」
「素材」を検討

令和 3年 12~2月
校章デザイン化を
業者委託（３案作成）

令和３年３月
校章検討・決定

小学校、中学校の歴史と伝統を
引き継ぎ、新しい未来に向かう
校章にしたいですね！

現在の小学校、中学校の校章にも、歴史や伝統、
思いが込められています。皆さんご存知ですか？

※②↓

※③→
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1. 職員の任免及び職員数に関する事項

2. 職員の給与に関する事項

区　　分 採　　用 退　　職
一般行政職 2 4

計 2 4

区　　分
部　　門

職　員　数（人） 対前年増減数（人）
平27 平28 平29 平30 平31 令2 平28 平29 平30 平31 令2

一般行政（福祉除く） 53 53 53 52 52 50 0 0 -1 0 -2
福 祉（民生、衛生） 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 0 
教 　 　 　 　 育 9 9 10 10 9 10 0 1 0 -1 1 
上 下 水 道 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 
そ 　 の 　 他 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 

計 90 90 91 90 89 88 0 1 -1 -1 -1 

（1）職員の採用・退職の状況
　　（令和 2 年度採用、令和元年度退職）

区　　分 平均給料月額 平　均　年　齢
一般行政職 323,400 円 42.9 歳

（2）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）

区　　　　分 初　任　給

一般行政職
大学卒 171,700 円
短大卒 160,100 円
高校卒 150,600 円

（3）職員の初任給の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）

等級 級別標準職務表に規定する
標準的な職務

合計 内訳 職制上の段階
（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1 主事、技師又はこの職と
同等の職務 5 5.7

主事
技師

5
0

20 22.7
係
員
級

計 5

2
高度の知識又は経験を必要とする業
務を行う主事、技師又はこの職と同
等の職務

15 17.0
主事
技師

12
3

計 15

3 係長、主査、主任主事、
主任技師の職務 25 28.4

主任主事
主任技師

主査
係長

7
0

14
4 25 28.4

係
員
級
・
係
長
級

計 25

4
1　課長補佐の職務
2　保育園長の職務
3　主幹の職務

30 34.1
主幹

課長補佐
園長

19
10
1 30 34.1

課
長
補
佐
級計 30

5 1　課長又はこの職と同等の職務
2　課長と同等の主幹、専門監 7 8

専門監
課長

3
4 

13 14.8
課
長
級

計 7

6 困難な業務を処理する課長
又はこの職と同等の職務 6 6.8 課長 6

計 6
合　　計 88 100.0

（4）給料表の級別職員数の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）

（2）部門別職員数の推移

※その他は「国民健康保険」「介護保険」「後期高齢者医療」

区　　分 職 員 数 給　　与　　費 1 人当り
給 与 費給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

令和元年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

78 285,144 35,558 117,452 438,154 5,617

（1）職員給与費の状況（令和元年度一般会計決算）

（注）職員手当に退職手当は含みません。（職員数は平成 31 年 4 月 1 日現在）

（各年 4 月 1 日現在）

（単位：人） 木
城
町
人
事
行
政
の
運
営
等
の
公
表

令
和
元
年
度

特 集木城町人事行政の運営等の状
況の公表に関する条例第６条
の規定に基づき、木城町の人
事行政の運営等の状況につい
て、次のとおり公表します。
ここでは主なものを掲載して
います。詳しくは、町ホーム
ページで閲覧できます。
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3. 職員の勤務時間その他勤務条件に関する事項

5. 職員の研修及び勤務成績の評定に関する事項（令和元年度）

4. 職員の分限及び懲戒処分に関する事項（令和元年度）

1週間の勤務時間 開 始 時 間 終 了 時 間
38 時間 45 分 8 時 30 分 17 時 15 分

研修区分 研修回数 参加者 備　考
市町村振興協会・一般研修 7 20
市町村振興協会・能力開発研修 5 10
市町村振興協会・専門研修 3 5
市町村振興協会・人材育成研修 1 1
市町村アカデミー・国際文化研究所研修 3 3
宮崎県建設技術センター・人材育成研修 1 2
その他の研修 3 217

計 23 258

区　　　　　分 木　　城　　町 国

期末・勤勉手当
支　給　割　合

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.600 1.900 2.600 1.900

退
　
職
　
手
　
当

勤 続 年 数 支　　給　　率
自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

20 年 19.6695 24.586875 19.6695 24.586875
25 年 28.0395 33.27075 28.0395 33.27075
35 年 39.7575 47.709 39.7575 47.709

最高限度額 47.709 47.709 47.709 47.709
その他の加算

措置
定年前早期退職特例措置

2 ～ 45% 加算
定年前早期退職特例措置

2 ～ 45% 加算

（5）職員手当の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）

区　　　　分 月　　額 期末手当の支給割合
給
　
料

町 長 704,000 円

 6 月期　1.700 月
12 月期　1.700 月

　　　計　3.400 月

副 町 長 562,000 円
教 育 長 536,000 円

報
　
酬

議 長 303,000 円
副 議 長 225,000 円
常 任 委 員 長 213,000 円
議会運営委員長 213,000 円
議 員 211,000 円

（6）特別職の報酬等の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）

（1）職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）（令和 2 年 4 月 1 日現在）

（1）職員の研修の状況

（1）分限処分者数　　なし　　
（2）懲戒処分者数　　なし

（2）職員の勤務評定の状況
　平成 28 年度から人事評価制度を実施しています。全職員を対象とし、
　年度当初に目標設定をし、業績評価及び能力評価をしています。

木城町マスコットキャラクター

クゥーちゃん

キックン
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お問合せ先　総務財政課　総務係　 TEL ： 32－4725

　「LGBT」はこの４つの単語の頭文字をとって組み合わせたものであり、性的少数者の方々のことを表す総
称の1つです。LGBT以外にも様々な性（セクシュアリティ）の方がいます。

　LGBTやLGBT以外の多様な性の方々は
人口に占める割合が少ないことから、総称
として「性的少数者」と言われています。

人間の性は、とても多様ですので1人1人違って当たり前です。1人1人の自分らしさを認め合うということが大事です。

※上記以外にも多様な性が存在します。

1人1人が輝くために知ってほしい多様な性
LGBTって何だろう？

性的少数者って何だろう？

人間の性を構成する４つの要素

Lesbian（レズビアン） 同性を好きになる女性

Bisexual（バイセクシュアル） 両方の性を好きになる人

Transgender（トランスジェンダー） からだの性とこころの性が異なる人

Asexual（アセクシュセル） 他者に対して恋愛·性愛感情を抱かない人

Questioning（クエスチョニング） 自分自身の性が決められない、分からない、または、決めない人

Xgender（エックスジェンダー）
こころの性を男性·女性のいずれかと明確に
認識していない人（両性、中性、無性、不定性）

Gay（ゲイ） 同性を好きになる男性

男性が好きな男性のAさんの場合
男 女

からだ ●
こころ ●

恋愛対象 ●
表現 ●

からだは女性、こころは男性のBさんの場合
男 女

からだ ●
こころ ●

恋愛対象 ●
表現 ●

両方の性が好きな女性のCさんの場合
男 女

からだ ●
こころ ●

恋愛対象 ● ●
表現 ●

性 ＝ セクシュアリティ
少数派 ＝ マイノリティ

性的少数者 ＝ 
セクシュアルマイノリティ

こころの性
自分の性別をどう思うか

（性自認）

表現する性
服装、しぐさ、見た目

からだの性
産まれたときに決められた性別

（生物学的性）

恋愛対象の性
好きになる相手の性別
（性的指向）
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　一方又は双方が性的少数者である二人がお互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し
合うことを約束した関係であることを町が認め、その思いを受け止める制度（お二人の関係を法的に保障す
るものではありませんので、税金の控除や相続など法律上の効果はありません。）です。具体的には、木城町
長に対してパートナーであることを宣誓し、パートナーシップ宣誓書の写し・パートナーシップ宣誓証明書・
パートナーシップ宣誓証明カードを交付します。

　令和２年４月１日から木城町パートナーシップ宣誓制度を開始しておりますが、利便性向上の観点から
宣誓場所について見直しを行いました。
　具体的には、「木城町役場」以外にも「総合交流センターリバリス」、「宣誓者の希望する場
所（町内に限る）」を追加しました。

パートナーシップの宣誓をするには、以下の要件を全て満たす必要があります。 
①宣誓をしようとする2人が真にパートナーシップを築いていること。
②成人年齢（20歳）以上であること。
③宣誓をしようとする2人の一方又は双方が木城町に住所を有し、又は木城町への転入を予定していること。
④配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。）がいないこと。
⑤宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。
⑥宣誓をしようとする者同士が近親者（直系血族若しくは三親等内の傍系血族）又は直系姻族でないこと。

①電話で事前予約（宣誓希望日の７日前までに）
②パートナーシップを宣誓
　（ご自宅など宣誓者の希望する場所(町内のみ)）
③内容確認のうえ宣誓証明書等の交付

①住民票の写し又は住民票記載事項証明書【お二人１通ずつ】
②戸籍抄本又は独身証明書等【お二人１通ずつ】
③運転免許証などの本人確認ができるもの

　交付されたパートナーシップ宣誓証明書は、木城町の「町営住宅入居申込」や「家族転入奨励金申込」に
利用することができます。また、「航空会社のマイレージ共有」などの民間サービスにおいても利用する
ことができる場合もあります。
　町ホームページ内「性的少数者支援」内に、より詳しい「制度の手引き」等を
掲載しております。

木城町パートナーシップ宣誓制度

【パートナーシップ宣誓制度とは】

【宣誓することができる方】

【宣誓手続きの流れ】

【宣誓に必要なもの】

【その他】

リニューアル
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木城町地域おこし協力隊隊員No.2

Facebook 宮崎県木城町観光協会   　Instagram @kijokankou  
ホームページ【木城町観光協会】で検索　URL : kijokanko.com

木城町の皆様、こんにちは ! 地域おこし協力隊の田中 花乃です。
木城町に移住をして 2 か月が経ちました。木城町に来てからは、毎日驚きと感動の繰り返しです !
例えば、町内放送のコスモス通信 ! 入居した日、部屋から流れてくるラジオ（前の住人の方が

ラジオを忘れたのかと思いました….）にとても驚きました。しかし 1 か月が経過した頃、台風
10 号の際、慣れない環境に、これまで経験したことのない台風が ! その時私が救われたのがコス
モス通信です。ニュースより早い町内の連絡。スピーカーの前で枕を抱きしめ、次の放送はまだ
か ! と待ちわびていました。私が MRT 放送に出演する際も、前日にコスモス通信を通じて皆様に
ご案内もして頂き、今では町内放送を聞くのが少し楽しみになっています。

もう一つは、移動スーパーです。テレビで見たことのある移動スーパーに大興奮しました ! 何
が売っているのか見せて頂くと食料品はもちろん日用品、生もの（肉・魚）など ! 何でも売って
いて驚きました ! お買い物に来ている皆様は、とても楽しそうでほっこり幸せな時間でした。

都市部出身の私からすると、皆様の生活そのものがとっても素敵で絵になります ! もっと知り
たい !! 見たいです !!

スーパーや道端でお声をかけてくださる方がいてとっても嬉しかったです ! また見かけました
らいつでも声をかけてください (*^^*)

Instagram も始めましたので良かったらフォローしてください !! → kijo_kankou
最後になりましたが、秋冷の折、くれぐれもご自愛ください。　　　　　　　　　  田中　花乃

※写真は高鍋でのサーフィンと海からのマジックアワーです。とてもきれいだったので皆様
にも共有致します ! 木城町役場から伊倉浜・蚊口浜などに 20分内で行く事ができますので、
皆様も秋の海、少しひんやりしますが空気がとても気持ちがいいので、お散歩に行ってみて
はいかがでしょうか (*^^*)

花乃通信！!



■内閣府交通安全功労者表彰

■秋の交通安全運動

■交通安全功労者・優良運転者等の表彰伝達

■制限運転宣誓式

　このたび、木城町は交通死亡事故 0（ゼロ）日が継続されている
ことや様々な関係者の協力による、交通安全活動が評価され、全国
で 5市区町村のみが表彰される内閣府交通安全功労者表彰を受けま
した。
　これからも交通安全運動にご協力よろしくお願いいたします。

　9月 23日、町内の各種団体、木城小こども消防クラブが集まり、
秋の全国交通安全運動広報パレード出発式が役場正面玄関にて行
われました。出発式では木城小こども消防クラブの長友陽（ながと
もひろ）さんが「交通安全宣言」を読み上げた後、消防団や交通安
全母の会による車両パレードの他、木城小こども消防クラブを中
心として歩行パレードが行われました。

　例年、秋に JA児湯の講堂にて表彰式を開催していましたが、
本年は新型コロナウイルスのため表彰式を中止とし、交通安全
協会の各支部からの表彰伝達となりました。
　また、交通指導員に対する表彰につきましても、例年指導員
総会時に表彰を実施していましたが、本年は総会が中止となっ
たため、各支部での表彰伝達となりました。
　表彰者については下記のとおりです。おめでとうございます !

　9月 30日に、制限運転宣誓式が木城町役場で行われ、町内在住の竹中
まり子さんにより制限運転の宣誓がなされました。
　制限運転宣誓又は運転免許返納を行った方に宮崎交通が発行する「高齢
者用定額定期券（悠々パス）」の取得支援事業を県が実施しております。
　制限運転又は運転免許返納を検討されている方は総務財政課までお問い
合わせください。

今日もみんなで交通安全！

◎九州管区警察局長・九州交通安全協会長連名表彰　　　　　　　　　優良運転者　高橋　茂義
◎全日本交通安全協会長（緑十字銅賞）表彰　　　　　　　　　　交通安全功労者　山下　捷夫
◎宮崎県警察本部長・宮崎県交通安全協会長連名表彰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優良運転者　北嶋　浩一、泥谷　洋子、渡邊　雅洋
◎高鍋警察署長・高鍋地区交通安全協会長連名表彰　
　　　　　　　　  優良運転者　森　晃一、幸津　昭秀、濵砂　裕紀、德井　一聖、日髙　欣希
◎高鍋警察署長・高鍋地区交通安全協会長連名感謝状　　　　　支部担当者功労者　泥谷　昌尚
◎高鍋警察署長・高鍋地区交通安全協会長連名感謝状（交通指導員）
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 勤続 10年　長友　英俊　退職　 堀口　眞彦

09



一般財団法人自治総合センターの宝くじ社会貢
献広報事業「コミュニティ助成事業」を活用し、
中川原公民館が空調・音響設備・LED 照明等の導入・
設置を行いました。

コミュニティ助成事業とは、コミュニティ活動
の促進と健全な発展を図るとともに、宝くじの社
会貢献広報を目的としています。今後、自治公民
館活動の活性化の為に役立てていきます。

県と市町村、飲食業関係団体による「新型コロナウ
イルス感染拡大防止のためのガイドライン遵守に係る
共同宣言」において、毎月 1 日を「県内一斉ガイド
ライン点検の日」として、定期的な普及啓発活動を行
うことになりました。

木城町でも 9 月 1 日に、飲食業組合及び社交業組
合も賛同の下、県と町、商工会で町内の飲食店等を巡
回し、PR ステッカーの配布やガイドライン遵守の啓
発を行いました。

地域防災組織育成（少年消防クラブ育成）助成事
業により「木城小こども消防クラブ」に消防防災実
践活動用資器材（簡易テント、ランタン、炊き出し
器セット、活動服等）が整備されました。この事業
は一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会
貢献広報事業として、宝くじの受託収入を財源とし
て実施しているコミュニティ助成事業の一環です。

将来の地域防災を担う人材の育成に資すること
で、資器材を活用し、安全な地域づくりと地域文化への支援や活力ある地域づくりに貢献する
活動が期待されます。

木城小こども消防クラブに
テント等が贈呈されました

中川原公民館に音響設備等を設置しました

毎月１日は「県内一斉ガイドライン点検の日」
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令和 2 年 8 月 24 日、児湯農業協同組合水稲部会木城支部（支
部長 久保 一美様、役員  黒木 安則様・池田 將直様・後藤 勝則
様・泥谷 和久様）より、学校給食に役立てて頂きたいとのことで、
米 127kg（小・中学校給食 3 日分、約 530 名分）の贈呈を受
けました。感謝の気持ちで美味しく頂きました。ありがとうご
ざいました。

今年度、百歳を迎えられた平嶋ミチ子さん、江
藤オマツさん、野高ハツエさんに内閣総理大臣と
県知事からは賞状が贈られました。９月１５日に、
在宅生活をされている平嶋さん、江藤さんのご自
宅を町長が訪問し、お祝いの言葉と共に賞状と記
念品をお二人にお渡ししました。百歳を超えても
なお、在宅生活をされているお二人の元気さに驚
かされました。 

本町では、「企業版ふるさと納税」制度を活用し、
地方創生の取組みを応援していただきたく「みん
なで創る　明日に向けて翔くまち　木城」実現プ
ロジェクトを立ち上げ、国の認定を受けました。（認
定期間　令和２年度～令和６年度）

今回、その趣旨に賛同していただいた宮崎市の
広告代理店、株式会社ハナビヤ・ラボ（代表取締
役 愛甲 祥太様）からご寄附いただきました。

いただいた寄附につきましては、第２期木城町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げられ
た事業に活用させていただきます。ご寄附ありがとうございました。

賞状を受け取る平嶋ミチ子さん

給食用米をいただきました

百歳長寿者をご訪問しました

企業版ふるさと納税！ご寄附いただきました
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10 月 5 日、全九州高等学校体育大会
陸上競技（新人陸上）に出場される小野
舜介さん（妻高校 2 年）の激励式を行い
ました。県高校新人体育大会（陸上競技）
男子 800m で第 2 位の成績を収められ、
九州大会への切符を手にされました。九
州大会でのご活躍を期待しております !

秋晴れの青空の下で木城小学校運動会が 10 月 4 日に、木城中学校運動会が 10 月 11 日に行
われました。観覧する保護者の皆さんには検温と手指消毒にご協力いただき、小学校では 2 学
年ずつで時間を区切る等、コロナウイルス感染症対策のため、制限つきの開催となりました。様々
な制限や規制がある中での開催でしたが、暑さにも感染症にも負けない児童・生徒の皆さんの
雄姿は天晴でした !

全九州高等学校体育大会出場 激励式

木城小中学校運動会 開催！

木城小学校運動会の様子
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いぶき
活力と潤いに満ちた生きがいと魅力あるまちづくり

生涯学習
情報コーナー

136No.
制作 :木城町生涯学習推進協議会

シリーズ自治公民館だより「木城町の結いの心」①「自治公民館活動への思い」

シリーズ「高城合戦を歩く」④「椎木大師堂板碑」

　かつての日本の近所付き合いは「向こう三軒両隣」という
言葉の通り、助け合いの精神が流れていました。都市部を中
心にそのような関係はなくなりつつある昨今の中で、本町で
は、まだこのご近所の関係が残っているのではないかと思い
ます。そこには、自治公民館という大きな地域のシンボルが
存在しています。
　自治公民館は、九州地区を中心に存在する近所の助け合い
の結びつき「結（ゆ）い」の心を育てるシンボルになっていま
す。「結いの心」とは、自治公民館制度を大切にしてきた綾町
の元町長の故　鄕田實　氏が唱えられた言葉です。今の本町
ならではの自治公民館制度の中で、新たな「結いの心」「助け合いの心」がつながり、大きな花が咲く有
意義な活動が生まれていくことを願っています。今後、この紙面を通じて、自治公民館についての情
報等を伝えていきたいと思います。

（文責　教育長　恵利修二）

　中椎木地区にあるこの文化財は、板碑（いたび）と呼ばれ、供養
塔の一つとして古くから伝わるものであります。
　天正14年（1586年）、島津家久は豊後国（現在の大分県）を支配して
いた大友氏の居城である鶴賀城（大分県大分市）を包囲し、攻撃しよ
うとしていました。この城を守る為に、豊臣秀吉の命を受けた、四国
の武将である、仙石秀久（せんごくひでひさ）や長宗我部元親（ちょう
そかべもとちか）父子達は戸

へ
次
つぎ

川
がわ
（大分県大分市）を渡り、島津家久の

軍勢を攻撃しようとしましたが、敵側の計略にかかり、大敗を喫しま
した。この戦いは戸次川の戦いと言われ、後の天正15年（1587年）の
第二次高城合戦の大きな契機となります。
　椎木大師堂板碑は、この戦いで木城町から出陣した武将を供養
する為、建立された板碑として伝えられています。この板碑が何故、
中椎木に建立されたのか詳細は不明でありますが、この板碑から
は、当時の合戦における武将の思いを感じる事が出来ます。

生涯学習のつどい大会
日　程 : 11月14日（土）　午前8時30分受付 　午前9時00分開会
会　場 : リバリスホール   　　　　  内　容 : 讃嘆式（各種団体表彰式）、実践発表
講　演 :「メディアと子どもたち」　講　師 : 糸数　智美(どんぐりこども診療所所長）

椎木大師堂板碑

木城町自治公民館連絡協議会役員会

お
知
ら
せ
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木城町の人口
（令和2年10月1日現在）

■ 人　口 : 4,896 人（先月比 -3人）　　男 : 2,250 人（-2人）　女 : 2,646 人（-1人）　
■ 世帯数 : 1,925 世帯（先月比1世帯）　■ 町面積 :145.96㎢

発行 : 木城町役場　〒 884-0101　宮崎県児湯郡木城町大字高城 1227-1 TEL 0983-32-2212   FAX 0983-32-3440
編集 : まちづくり推進課


